Ver. 2026/05/27
児童精神科専門医研修施設〈新規〉申請書

一般社団法人日本児童青年精神医学会児童精神科専門医・認定医審査委員会 御中
年　　月　　日
[bookmark: _GoBack]（年は西暦をお使いください）

指導責任者の所属	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
指導責任者の職名	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
指導責任者の氏名	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
[bookmark: OLE_LINK17]当施設を児童精神科専門医研修施設としてご認定いただきたく、下記のとおり所定の関係書類を添えて申請いたします。
	I. 研修施設名
	


	
	※正式名称でお願いします
○○○法人○○大学医学部附属病院○○科など：附属か、付属か、精神科、精神神経科、神経精神科、精神・神経科、メンタルヘルス科なども、正確にお願いします。
[bookmark: OLE_LINK16]※○○大学〇〇教室、○○大学〇〇講座などより病院の方が研修施設登録名にふさわしいと考えております。

	II. 所在地
	[bookmark: OLE_LINK11]〒（　　　　－　　　　）


	III. 
指導責任者氏名
	氏名：
※申請手続き中の方も記載可能

	IV. その他の指導医名
（申請手続き中の方も記載可能）

※人数に応じて枠を増減してください。
※常勤とは週に32時間以上の勤務が必要

	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK15]
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤・非常勤
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤・非常勤
[bookmark: OLE_LINK14]氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤・非常勤
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤・非常勤


研修施設要件への該当確認

	V. 以下の条件を満たす施設は、日本児童青年精神医学会が児童精神科専門医研修施設として認定することができる。

	チェック
	項目

	□
	1. 児童精神科専門医指導医が1名以上が常勤する、医育機関附属病院、厚生労働大臣の指定する臨床研修病院、小児総合医療施設、児童精神科診療を行う診療所、またはこれらに準ずる病院、各種医療機関で児童精神に該当する医療を行っている医療機関であること。

	□
	年間の16歳未満の新患症例数が30例以上、月１回以上のスーパービジョンもしくは症例検討カンファレンスが実施され、児童精神医学に関する臨床教育や指導の体制があること。

	研修の質を担保するための方法：

	チェック
	項目

	□
	以下を確認しました。

	1
	児童精神科専門医指導医の認定、更新時に実施される研修では、児童精神医学に関する指導内容の研修を実施し、質の均てん化、向上を図る。

	2
	各研修施設は研修施設更新時に児童青年精神医学会に実績報告を行う。

	3
	日本児童青年精神医学会は研修内容の実態把握に努め、その均てん化と質の向上に資する活動を継続する。



